
５．選挙執⾏通知（はがき）について 
  ９月２２日前後に届くように発送します。 

  選挙執⾏通知（はがき）は、選挙の投票⽇当⽇（１０⽉１⽇）、本⼈が投票所にお持

ちください。 

  ※ただし、⽴候補者数が定数を超えない場合には、選挙を⾏わない旨をお知らせいた

します。 

 

６．開票について 
  即⽇開票します。１０⽉１⽇午後５時頃、開票結果を佐野六⽊⼟地区画整理地区事務

所に掲示する予定です。 

 

７．審議会の役割について 
施⾏者は、事業を進めるうえで審議会から⼀般的な意⾒を得る他、地区内の宅地や借 

地権等に係わる事項を定めようとする場合は、審議会の意⾒を聞いたり、同意を得たり 

しなければならないことになっています。 

審議会の「意⾒を聞かなければならない」主な事項は、次のとおりです。 

①縦覧に供する換地計画の作成またはその変更 

②換地計画の縦覧によって提出された意⾒書の内容審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐野六⽊⼟地区画整理審議会委員選挙特集号（その２） 

○ 選挙人名簿縦覧期間  平成２９年７⽉３１日（月）から平成２９年８⽉１３日（日） 

  縦 覧 場 所 ・ 時 間  佐野六⽊⼟地区画整理地区事務所 

             （土、日曜、祝日も含む、午前１０時から午後４時まで） 

○ ⽴ 候 補 届 出 期 間  平成２９年９月１日（⾦）から平成２９年９⽉１１日（月） 

  受 付 場 所 ・ 時 間  ⾜⽴区役所都市建設部市街地整備室区画整理課 

             （平日のみ、午前９時から午後５時まで） 

             佐野六⽊⼟地区画整理地区事務所 

            （木曜日の開所日及び土・日曜日、午前１０時から午後４時まで） 

○ 投 票 日  平成２９年１０月１日（日） 

  投 票 場 所 ・ 時 間  佐野六⽊⼟地区画整理地区事務所 

             （投票時間は午前９時から午後４時まで） 

  平成２９年６⽉２７⽇に選挙期⽇の公告を⾏いました。今後、佐野六⽊⼟地区画整理 

審議会委員の選挙は上記の⽇程で⾏います。 

  前回６⽉２７⽇発⾏の「おしらせ№９１号」で、審議会委員選挙のあらましについて

お知らせしましたが、今回は選挙権・被選挙権を中心にご説明します。 

  なお、以下に述べる宅地の所有者又は借地権者とは、選挙人名簿作成基準日（７月 1

７日）の時点において、土地登記簿に所有権者、借地権者として登記されている方及び

施⾏者（⾜⽴区）に借地権申告されている方です。 

  選挙人名簿作成基準日後に土地登記簿に登記又は借地権申告された場合は、今回の土

地区画整理審議会委員の選挙権・被選挙権の資格はありません。 

 

 ○選挙される委員の数について 
  佐野六⽊⼟地区画整理審議会は、学識経験者から選任される２名の委員を加えて１０ 

 名の委員により構成されます。 
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佐野六⽊ 
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お問合せ先    都市建設部市街地整備室 

         区画整理課推進係 

         電話 03-3880-5925 

 

佐野六⽊⼟地区画整理事務所所在地 

         ⾜⽴区六⽊2-2-11 

         電話 03-3628-6591 
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  選挙人名簿が確定（９月１日）すると、宅地所有者と借地権者の割合によってそれ 

 ぞれ選挙される委員の数が決まりますが、現在のところ次のように想定されます。 

      宅地所有者から選挙される委員数    ７名 

      借地権者から選挙される委員数     １名 
 

１．選挙権について  
宅地所有者・借地権者それぞれ別の選挙となります。両方資格のある方は、それ 

ぞれに一箇の選挙権があります。 

公職選挙法の選挙（衆議院選挙等）との相違点は次のとおりです。 

  （１）１８歳未満の方にも選挙権があります。 

  （２）国籍を問わず選挙権があります。 

  （３）法人も選挙権があります。 

  （４）成年被後⾒⼈も選挙権があります。 

  （５）不在者投票の制度はありません。 

  （６）選挙の投票時間は、午前９時〜午後４時までです。 

 

２．被選挙権について 
宅地所有者・借地権者について別の選挙となります。 

  ただし、両⽅資格がある場合は、被選挙権の⾏使はどちらか⼀⽅になります。 

  

被選挙権がない方 

  （１）未成年者 

  （２）成年被後⾒⼈または被保佐⼈ 

  （３）禁固以上の刑に処せられ、その執⾏を終わるまで⼜はその執⾏を受けること 

     がなくなるまでの者 

 

 ○宅地を共有している場合 
   宅地の共有者が権利を⾏使するときは、その代表者１人を選任して施⾏者（⾜⽴区） 

  に氏名・住所を通知しなければなりません。この通知を「代表者選任通知」といい 

  ます。（⽤紙は、区画整理課及び佐野六⽊⼟地区画整理地区事務所にあります。） 

   夫婦で共有している場合も、権利の⾏使をするには「代表者選任通知」の提出が 

  必要です。（既に提出済の⽅は、再度の提出は不要です。詳しくは、区画整理課に 

  確認願います。）ただし、共有者がそれぞれ単独に宅地を所有している場合は、宅 

  地共有者としての選挙権、被選挙権はありません。 

   借地権の共同借地の場合も同様の取り扱いとなります。 

   「代表者選任通知」の提出期限は、選挙権については投票日当日（１０月１日） 

  まで（ただし、投票当日は混雑が予想されます。早めの提出をお願いします。） 

   被選挙権については、⽴候補届出期間内（９月１１日）までです。 

   「代表者選任通知」には、共有されている方全員の署名・捺印（実印）と印鑑登 

  録証明書の添付が必要です。 

 

 ○登記名義人である所有者、申告済みの借地権者が死亡している場合 
   この場合、相続⼈が権利を⾏使するには選挙人名簿縦覧期間（７月３１⽇〜８ 

月１３日）内に相続届（用紙は、区画整理課及び佐野六⽊⼟地区画整理地区事務 

所にあります。）を地区事務所に提出する必要があります。 
 

３．選挙人名簿作成基準日と名簿の縦覧について 
選挙人名簿に登載された⽅だけが、選挙権・被選挙権を⾏使することができます。 

選挙人名簿を作成するための基準日を選挙人名簿作成基準日（平成２９年７⽉１７日） 

といい、この日に所有権、借地権のある方が名簿に登録されます。 

 名簿に記載された事項に誤りや記載漏れがあるときは、この期間中に異議の申し出 

をすることができ、その申し出が正当と認められたときは名簿が修正されます。 
 

４．⽴候補に必要な書類について 
 （１）個人の場合 

    ⽴候補する場合・・・⽴候補届 

    推せんする場合・・・⽴候補推せん届及び⽴候補推せん届出承諾書 

 （２）法人の場合 

    ⽴候補届⼜は⽴候補推せん届・⽴候補推せん届出承諾書の他に登記所発⾏の代 

   表者の資格証明書及び印鑑登録証明書が必要です。（届出書類の印鑑は、印鑑登 

録をしたものを使用） 

   「⽴候補届」・「⽴候補推せん届」・「⽴候補推せん届出承諾書」の用紙は、区 

画整理課及び佐野六⽊⼟地区画整理地区事務所にあります。 

 


